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【開催日】 令和３年３月１９日（金） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午前１１時１０分 

【出席委員】 

委員長 長谷川 知 司 副委員長 伊 場   勇 

委員 河 野 朋 子 委員 髙 松 秀 樹 
 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議長 小 野   泰 副議長 矢 田 松 夫 

議員 杉 本 保 喜 議員 山 田 伸 幸 

議員 吉 永 美 子   
 

【除斥委員・議員】※付議事項２、３について 

議員 山 田 伸 幸   
 

【執行部出席者】 

総務部長 川 地   諭 公営競技事務所長 桶 谷 一 博 
 

【事務局出席者】 

事務局長 尾 山 邦 彦 主査兼庶務調査係長 島 津 克 則 

議事係書記 原 田 尚 枝   
 

【付議事項】 

１ ３月定例会に関する事項について 

(1) 追加議案について 

・議案第４０号 令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補

正予算（第１回）について          （公営） 

(2) 山陽小野田市議会基本条例について・・・資料１ 

(3) 議案第３３号の訂正について・・・資料２ 

(4) 議事日程変更案について・・・資料３ 

２ 陳情書（陳情等による参考人の発言の責任の所在等に関わる陳情書） 

                             ・・・資料４ 
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３ 抗議文について（山田伸幸議員の不穏当発言の取り消し） 

４ その他  

全員協議会の開催日 ３月２３日（火）午前９時 議運決定事項 

 

午前１０時 開会 

 

長谷川知司委員長 おはようございます。ただいまから、第６０回議会運営委

員会を開催します。本日の付議事項は、お手元の資料に書いてあるとお

りです。では最初に１番、３月定例会に関する事項について。追加議案

について、執行部から説明をお願いします。 

 

川地総務部長 この度はまたお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。この度緊急案件としまして、議案１件の提出をお願い

するものです。内容ですが、令和３年度小型自動車競走事業特別会計に

計上しております事業の一部変更を行うため、当該小型自動車競走事業

特別会計補正予算を提出したいと思っております。その概要につきまし

ては、担当部局が説明します。 

 

桶谷公営競技事務所長 それでは、オートレース場のスタンド改修に係る補正

予算上程のお願いの御説明をさせていただきます。現在、オートレース

場で計画をしておりますスタンド改修につきましては、令和２年度で設

計業務を完了し、令和３年度から解体工事に着手する予定でありました。

しかしながら、令和２年度中に必要となる実施設計を終えることが困難

な状況となりましたので、一旦、令和３年度当初予算に計上しておりま

す関連予算を全て減額させていただきたいと存じます。説明は以上です。 

 

長谷川知司委員長 ただいま執行部から説明がありましたが、何か皆様方から

意見がありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)なければ、執行部は、御苦

労様でした。 
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（執行部退室） 

 

山田伸幸議員 日程変更はどうなるんですか。 

 

長谷川知司委員長 それは後で打合せだと思います。 

 

長谷川知司委員長 では執行部が退室しましたので、(2)について、事務局から

説明をお願いします。 

 

原田議会事務局議事係書記 ３月定例会に関する事項についての（2）山陽小野

田市市議会基本条例についてです。資料１を御覧ください。こちらは前

回、もう議運で確認されて、ほかの議員から意見がなかったということ

で、前回お示ししたとおり、最終日に議員提出議案として提出したいと

思っております。こちらは全員協議会で、また全議員に再度確認してい

ただくことになると思います。以上です。 

 

長谷川知司委員長 お手元の資料１にありますように、これは議員の皆さんに

聞いたところ、訂正等の意見がなかったということですので、そのまま

議員提案として最終日に提出する予定ということです。では、次は（3）

をお願いします。 

 

原田議会事務局議事係書記 (3)議案第３３号の訂正についてです。資料２を御

覧ください。こちらは、議案第３３号山陽小野田市手数料徴収条例の一

部を改正する条例の制定についてという議案なんですけど、３月１２日

付けで市長から事件の訂正の請求についてということで文書が来ており

ます。議案の改正において誤りがあったことによるもので、正誤表が付

いておりますが、こちらのように訂正の請求が来ました。もう委員会付

託された後のことでしたので、審査については審査に影響する内容では

ないから通常の審査にしたいと委員長が判断され、産業建設常任委員会

において審査を終了しています。今後は、２３日の本会議で改めて市長
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から訂正があり、追認という形になるということです。以上です。 

 

長谷川知司委員長 今の(2)と(3)について、何か質疑はありますか。 

 

山田伸幸議員 これはもう委員会で採決されたものなんでしょうか。 

 

原田議会事務局議事係書記 委員会ではもう終わっております。 

 

長谷川知司委員長 いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、（4）議事日程

変更案についてです。 

 

原田議会事務局議事係書記 資料３を御覧ください。先ほど追加議案について

執行部から説明がありまして、表にありますとおり、３月２３日の火曜

日に、先ほど説明のあった議案を上程、提案理由の説明、質疑及び委員

会付託を行いたいと思います。その前に、先ほど説明をしました議案第

３３号の訂正を議題としたいと思います。開議時刻は、午前９時３０分

からにしております。会議規則で、開議時間は午前１０時からと書かれ

ておりますが、議長は必要があると認めるときは会議時間を変更するこ

とができるという項目があり、この後に一般会計予算決算常任委員会で

新年度予算の審査や追加上程議案について産業建設常任委員会での委員

会審査がありますので、少し早めにやろうということで、この時間を設

定しております。予定どおり、午前１０時から一般会計予算決算常任委

員会で新年度予算の審査を行いまして、その委員会が終了後、先ほど追

加上程のありました議案審査を産業建設常任委員会を行う予定です。予

定どおり３月２４日水曜日は議事整理日のため休会とし、３月２５日木

曜日は、先ほど説明をしました議員提出議案１件を上程、提案理由の説

明、質疑、討論及び採決ということで変更しております。以上です。 

 

長谷川知司委員長 さっき言い漏らしましたが、追加議案につきましては産業

建設常任委員会が担当ということで御理解をお願いします。それでは今
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の事務局の説明を含めて何か質疑はありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)

では、日程変更はこれで行きます。次に、大きい２番、陳情書。陳情等

による参考人の発言と責任の所在に関わる陳情書。資料４を御覧くださ

い。これが新たに出ておりますが、これを担当する委員会を皆様からお

聞きできればと思います。ちょっと読んでください。担当は議会運営委

員会でよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、そういうこ

とで、２番の陳情書については終わります。３番、抗議文について。山

田伸幸議員の不穏当発言の取消しについてですので、山田議員はすいま

せんが退室をお願いします。ここで１回休憩しましょう。２０分から始

めます。 

 

午前１０時１３分 休憩 

 

（山田伸幸議員退室） 

 

午前１０時２３分 再開 

 

長谷川知司委員長 休憩を解きまして、委員会を再開します。昨日、新たな要

望書が出ており、これをやはり皆様方にお見せしたほうがいいという思

いますが、これについて、まだちょっと事務局でチェックしております

ので、一時休憩しまして、１１時に再開することにします。休憩します。 

 

午前１０時２４分 休憩 

 

午前１１時 再開 

 

長谷川知司委員長 では、休憩を解きまして、議会運営委員会を再開します。

３の抗議文について。山田伸幸議員の不穏当発言の取消しについては、

先ほどＹフーズ株式会社からの要望書が出ております。この要望書を見

ますと、今日のこの議題であります抗議文を補完するような内容であり
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ますので、この要望書と抗議文を一緒に議運で扱うということでよろし

いでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、この要望書も見られて、

また抗議文について、参考人を呼んで意見を聞くことが必要かと思いま

すが、どうでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)今後、事務局のほ

うで、そのように手続をしていただきたいと思います。今日はこれにつ

いては、以上でよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、こ

こでちょっと休憩します。５分まで休憩です。 

 

午前１１時３分 休憩 

 

（山田伸幸議員入室） 

 

午前１１時８分 再開 

 

長谷川知司委員長 では、議会運営委員会、休憩を解きまして再開いたします。

付議事項４、その他。全員協議会の開催日ですが、３月２３日火曜日午

前９時から議運決定事項を報告します。 

 

山田伸幸議員 ここで言う議運決定事項というのは、どの部分を指すんでしょ

うか。 

 

長谷川知司委員長 追加議案と議事日程、つまり大きい１です。 

 

原田議会事務局議事係書記 その大きい１番の３月定例会に関する事項につい

てと、あと２番の陳情書の担当委員会が決まりましたので、その報告に

なるかと思います。 

 

長谷川知司委員長 山田議員いいですか、(「はい」と呼ぶ者あり)大きい２番

は、担当委員会を決めただけです。 
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山田伸幸議員 ということは、議会基本条例については、決定事項として報告

せずに、その後の全協でやるんですか。議会基本条例については、いつ

ですか。 

 

長谷川知司委員長 全員協議会で説明します。 

 

山田伸幸議員 これはいつの全協ですか。 

 

長谷川知司委員長 ２３日の朝９時から行います。よろしいですか。(「はい」

と呼ぶ者あり)ほかにはありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)議長、副

議長いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)事務局いいですか。(「はい」

と呼ぶ者あり)これで、第６０回議会運営委員会を閉会します。お疲れ様

でした。 

 

午前１１時１０分 散会 

 

令和３年（2021 年）３月１９日 

              

  議会運営委員長 長谷川 知 司   


